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・被害生徒及び保護者に対し

て事実関係の報告や対応、

ケアや支援 

・被害生徒の保護者との連携 

・加害生徒及び保護者に対し

て事実関係の報告や対応、
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・加害生徒の保護者との連携 

・他の生徒やクラス・学年等

への指導 

・専門家や関係機関等との連
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